
テレビ放送サービス契約約款 

 

スターキャット・ケーブルネットワーク株式会社（以下「ＳＣ」という）と、ＳＣが行うサービスの提供を受ける者

（以下「加入者」という）との間に締結される契約は（以下「本約款」という）、有線テレビジョン放送法に基づいて

定めた以下の条項によるものとします。 

 

第 1 条 （提供するサービス） 

ＳＣは、定められた業務区域において以下のサービスを提供します。 

（１）テレビ基本サービス 

（ア）地上波再送信 

区域内テレビジョン放送事業者の放送を同時再送信するサービス。 

（イ）ＢＳ放送 

ＢＳ放送事業者の放送を同時再送信するサービス。 

（ウ）自主放送 

基本利用料の範囲内で享受できるチャンネル（以下「ベーシックチャンネル」という）と基本利用料の範

囲外で別途有料にて享受できるチャンネル（以下「オプションチャンネル」という）の２種類。 

（エ）上記役務に付帯するサービス。 

（２）施設利用サービス 

（ア）地上デジタル放送再送信 

区域内テレビジョン放送事業者の地上デジタル放送を同時再送信するサービス。 

（イ） 上記役務に付帯するサービス。 

 

第 2 条 （契約の単位） 

加入契約は、原則として引込線１回線ごとに行い、ホームターミナル又はセットトップボックスをテレビ受像機

等１台に接続するものとします。ただし、施設利用サービスの契約は世帯・法人・団体ごとに行うものとしま

す。 

 

第 3 条 （加入申込の承諾） 

加入契約は、加入申込者が所定の加入申込書を提出し、ＳＣが承諾したときに成立するものとします。 

２．ＳＣは前項の定めに係わらず、次の場合には加入契約を承諾しないことがあります。 

（１）引込設備又は宅内設備の設置及び保持することが著しく困難な場合。 

（２）加入申込者がサービスに係わる料金の支払いを怠る恐れがある場合。 

（３）その他、サービスを行う上でＳＣの業務遂行上、著しく支障がある場合。 

３．本条第 1 項の規定に係わらず、ウェブサイトによる加入契約の申込の場合は、加入申込者はＳＣが別に定

める手続きにしたがって加入申込をするものとします。 

 

第 4 条 （解約） 

加入者は、契約を解約しようとする場合、解約を希望する日の３０日前までに所定の用紙によりＳＣに届け出

るものとします。 



２．加入者は、別に定める解約手数料をＳＣに支払うものとします。 

３．加入契約料、工事費及び解約手数料等の返戻はいたしません。ただし、契約成立後１年未満でＳＣがやむ

を得ないと認めた場合に限り、契約時加入契約料の５０％を返戻するものとします。 

４．加入者は、第 7 条及び第 10 条に定める料金を、当該解約の日の属する月の分まで支払うものとし、日割り

計算による精算は行いません。ただし、解約月以降の利用料が既に支払われている場合にはこの分を返戻

します。 

５．ＳＣは、解約に伴いＳＣの施設を撤去します。ただし、引込線、ホームターミナル、セットトップボックスの撤去

費用及び加入者が所有若しくは占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者はその費用を

負担するものとし、ＳＣが撤去に伴う協力を求めた場合、これに便宜を提供するものとします。 

６．電力・電話等の無柱化等、ＳＣ、加入者のいずれの責にも帰することのできない事由により、ＳＣの施設の

変更を余儀なくされ、かつＳＣの施設の代替構築が困難な場合、ＳＣは加入者にあらかじめ理由を説明した

上で加入契約を解除することができるものとします。 

７．共同住宅居住者、賃貸戸建居住者等で建物所有者との CATV 導入基本契約が解約に至った場合、ＳＣは

加入者に理由を説明した上で加入契約を解除することができるものとします。 

８．加入契約を解約及び解除した場合でも、故意又は過失によって解約前に生じた加入者の補償責任及び義

務は失効しないものとします。 

 

第 5 条 （義務違反によるサービスの停止又は解除） 

ＳＣは、第 7 条、第 10 条及び第 15 条に定める料金の支払いを加入者が 2 ヶ月以上怠った場合、若しくはそ

の他本約款に違反したと認められる場合には、加入者に催告の上、又は加入者の都合によりＳＣから加入

者に対する催告が到達しない場合は通知催告なしに、サービスの停止又は加入契約を解除することができ

るものとします。 

２．加入者は前項により、契約解除となった場合、ＳＣ施設及びホームターミナル又はセットトップボックスの撤

去に同意するものとし、かつ、ＳＣが撤去のため敷地内へ立ち入ることを承諾するものとします。 

３．加入者は、サービスの停止又は契約解除に必要な費用を負担するものとします。 

４．契約解除となった場合、加入者が別途支払ったＮＨＫのテレビ受信料、衛星放送受信料と株式会社ＷＯＷ

ＯＷの視聴料が払い戻されず加入者に不利益、損害等が生ずることがあっても、ＳＣは何ら責任を負わない

ものとします。 

５．契約解除となった場合、加入契約料、工事費及び手数料等は返戻しません。 

 

第 6 条 （サービスの利用一時休止） 

テレビ基本サービスの加入者は、サービスの利用一時休止を希望する場合には、その期間を定めて事前に

その旨を所定の用紙によりＳＣに申し出るものとします。申し出た期間、若しくは本条第４項に定める最長期

間満了後は、当然に利用一時休止は終了してサービスの提供が再開されるものとします。なお、サービス再

開後１年以内の利用再休止はできないものとします。 

２．利用一時休止期間中、別に定める利用料金をＳＣに支払うものとします。 

３．利用一時休止期間中、ＮＨＫの衛星放送、ＷＯＷＯＷ及びＢＳデジタル放送等の衛星放送番組を含む全て

の自主放送番組が享受できません。 

４．利用一時休止期間は最長６ヶ月間を限度とします。 



５．施設利用サービスの加入者は、サービスの利用一時休止はできないものとします。 

 

第 7 条 （加入契約料及び利用料金） 

加入者は、別に定める加入契約料及び利用料金をＳＣに支払うものとします。 

２．ＳＣが第１条に定めるすべてのサービスを月のうち継続して１０日以上行わなかった場合は当該月分の利

用料は無料とします。ただし、第１条（１）（ウ）のうち番組単位で支払うものについては、この限りではありま

せん。 

３．ＳＣは社会情勢の変化、サービス内容の拡充等により料金の改定をできるものとします。 

４．ＮＨＫのテレビ受信料、衛星放送受信料と株式会社ＷＯＷＯＷの視聴料はＳＣが設定した料金の中には含

まれておりません。 

 

第 8 条 （同時加入に伴う利用料金の割引） 

次に定める条件をすべて満たす加入者が、ＳＣに所定の用紙を提出した場合、ＳＣが別に定める料金表に規

定する利用料金の割引を適用するものとします。 

（１）テレビ基本サービス若しくは施設利用サービスに加入し、第 10 条の規定に従い費用の支払いが行われ

ている。 

（２）株式会社コミュニティ ネットワークセンターよりＳＣを介して提供する MediaCat インターネットサービス、

若しくはＫＤＤＩ株式会社よりＳＣを介して提供するケーブルプラス電話サービスについて、一方又は両方加

入し、料金の支払いが行われている。 

（３）加入者と、本項（２）で定める契約の契約者が同一である。 

（４）テレビ基本サービス若しくは施設利用サービスの契約と、本項（２）で定める契約で利用する施設が同一

である。 

２．次の場合、前項で定める利用料金の割引は適用されないものとします。 

（１）テレビ基本サービス若しくは株式会社コミュニティ ネットワークセンターよりＳＣを介して提供する

MediaCat インターネットサービスを一時利用休止している場合。 

（２）ＫＤＤＩ株式会社よりＳＣを介して提供するケーブルプラス電話サービスの月額基本料が、日割りにて請

求される場合。 

 

第 9 条 （継続利用期間） 

 ＳＣは、本サービスの品目ごとに継続利用期間を定めることがあります。 

 

第 10 条 （料金の計算） 

各種利用料の計算は１ヶ月単位とします。 

２．料金計算の開始は提供サービスを始めた月とし、終了は契約の解約又は解除の月とします。 

３．加入契約料、工事費及び手数料等の発生があった場合は本条第１項の金額に合算するものとします。 

４．ＳＣは、加入者から特に申し出のない限り、請求書及び領収書の発行はしないものとします。 

 

第 11 条 （支払い方法） 

加入者は、第 7 条、第 10 条及び第 15 条に定める費用を、ＳＣが指定する期日までにＳＣが指定する方法に



より支払うものとします。 

 

第 12 条 （延滞金） 

加入者は、料金の支払について指定の支払期日より遅延した場合、支払期日の翌日より支払日まで、年利

14.6%の割合による延滞金をＳＣに支払うものとします。 

 

第 13 条 （解除料） 

加入者は、ＳＣが別に定める料金表に規定する解除料の適用に該当する場合、ＳＣが別に定める料金表に

規定する解除料を支払うものとします。 

 

第 14 条 （ホームターミナル・セットトップボックス） 

ＳＣは、テレビ基本サービスの加入者にホームターミナル又はセットトップボックスを貸与します。 

２．加入者は、使用上の注意事項を遵守して維持管理するものとします。 

３．加入者は、加入者の故意又は過失により破損又は紛失した場合、別に定める損害金をＳＣに支払うものと

します。 

４．加入者は、契約の解約又は解除の場合、速やかにＳＣに返却するものとします。 

 

第 15 条 （施設の設置、所有及び工法） 

ＳＣは、サービスを提供するための施設（放送センターよりテレビ受像機等に至るまでの施設をいいます。以

下「本施設」という）のうち保安器までの設置に要する費用を負担し、これを所有するものとします。ただし、

加入者は引込端子から保安器までの設置に要する費用（以下「引込工事負担金」という）を支払うものとしま

す。又、自営柱の建柱、地下埋設等の特殊な工事を必要とする場合、加入者はその実費を負担するものと

します。 

２．加入者は、保安器出力端子からテレビ受像機等までの設置に要する費用（以下「宅内工事費」という）を負

担し、これを所有するものとします。ただし、テレビ基本サービスの加入者が使用するホームターミナル又は

セットトップボックスは貸与となります。 

３．共同受信方式によりサービスの提供を受ける加入者については、建物所有者等とのＣＡＴＶ導入基本契約

の内容に基づくものとします。 

４．共同住宅等の本施設の設置並びに工事に際し、業者、工法及び使用機器等についてはＳＣの指定による

ものとします。 

 

第 16 条 （施設の維持） 

ＳＣの維持管理責任範囲は、本施設の保安器出力端子までとします。 

２．加入者は、ＳＣに無断で本施設の改修、補修、増設及び他の機器等を接続する工事はできません。 

 

第 17 条 （故障） 

加入者の故意又は過失により本施設に故障を生じさせた場合及び故障の原因が保安器出力端子以降の施

設による場合は、その修復に要する費用は加入者の負担とします。 

 



第 18 条 （設置場所の変更） 

加入者は、ＳＣの業務区域において、接続工事が可能な場合に限り、テレビ受像機等の設置場所を変更す

ることができます。 

２．加入者は、前項の規定により設置場所を変更しようとする場合、事前にその旨を所定の用紙によりＳＣに申

し出るものとします。 

３．加入者は、変更に要する費用をＳＣに支払うものとします。 

 

第 19 条 （設置場所の無償利用及び便宜の提供） 

加入者は、ＳＣのサービスの提供を受けるにあたり、加入者が所有又は占有する敷地、家屋及び構築物をＳ

Ｃが必要に応じて無償で使用することを承諾するものとします。 

２．加入者は、ＳＣ又はＳＣが指定する業者が本施設の設置、検査、修理、撤去及び復旧を行なうため加入者

が所有又は占有する敷地、家屋及び構築物等の出入りについて協力を求めた場合、これに便宜を提供する

ものとします。 

３．加入者は、設置場所の無償利用及び便宜の提供に関して地主、家主その他利害関係者がある時は、予め

必要な承諾を得ておくものとします。 

 

第 20 条 （放送内容の変更） 

ＳＣは次の場合、放送内容を予告なしに変更することがあります。 

（１）天災、事変その他の非常事態が発生した際又は発生する恐れがある場合。 

（２）ＳＣ及びその他の事情により、緊急に変更せざるを得ない場合。 

 

第 21 条 （番組編成の変更） 

ＳＣは次の場合、番組編成を変更することがあります。 

（１）サービス内容の充実を目的としたもの。 

（２）番組供給事業者の事由によるもの。 

 

第 22 条 （サービスの一時中断） 

ＳＣは次の場合、サービスを一時中断することがあります。 

（１）電力会社等が行う工事に伴う停電及び本施設の保守点検、修理及び検査等を行なう場合。この場合Ｓ

Ｃは事前に加入者にその旨、番組案内誌等を利用して通知するものとしますが、緊急やむを得ない場合

はこの限りではありません。 

（２）天災、事変等の非常事態又は不測の事故等やむを得ない事由が発生した場合。 

 

第 23 条 （免責事項） 

ＳＣは、第 20 条、第 21 条及び第 22 条に係わる利用料金の支払拒絶、又は損害賠償の請求には応じませ

ん。 

 

第 24 条 （ＢＳデジタル放送用ＩＣカード及び専門チャンネル用ＩＣカード） 

ＢＳデジタル放送用ＩＣカード（以下「Ｂ－ＣＡＳカード」という）に関する取扱いについては、加入者と株式会社



ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「Ｂ－ＣＡＳカード使用許諾契約約款」に定めるところにより

ます。 

２．専門チャンネル用ＩＣカード（以下「Ｃ－ＣＡＳカード」という）を必要とするセットトップボックスを利用する加入

者は、セットトップボックス１台に付き１枚のＣ－ＣＡＳカードをＳＣより無償貸与されるものとし、セットトップボ

ックスの解約又は契約の解除後は、すみやかにＣ－ＣＡＳカードをＳＣに返却するものとします。また、ＳＣは

必要に応じて、加入者にＣ－ＣＡＳカードの交換及び返却を請求することができるものとします。 

３．Ｃ－ＣＡＳカードはＳＣに帰属し、ＳＣは加入者がＳＣの手配による以外のデータ追加及び変更ならびに改竄

することを禁止し、それらが行われたことによるＳＣ及び第三者に及ぼされた損害・利益損失は、加入者が賠

償するものとします。 

４．加入者が故意又は過失によりＣ－ＣＡＳカードを破損又は紛失した場合には、加入者は別に定める再発行

手数料をＳＣに支払うものとします。 

 

第 25 条 （名義変更） 

ＳＣは、加入者の契約における権利の譲渡及び担保設定は一切認めないものとします。 

２．法人の合併の場合又は相続等により同一世帯において加入者の異動がある場合、新加入者はＳＣの承認

を得て別に定める手数料を支払うことにより名義を変更するものとします。 

３．名義変更の際、工事又は調整が必要な場合は新加入者がその実費を負担するものとします。 

 

第 26 条 （加入申込書記載事項の変更） 

加入者は、サービス内容の変更及び加入申込書記載事項に変更がある場合、速やかにＳＣに届け出るもの

とします。 

 

第 27 条 （著作権及び著作隣接権侵害の禁止） 

加入者は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場

合を除き、ＳＣの提供するサービスの、不特定又は多数人に対する対価を受けての上映、ビデオデッキ、そ

の他の方法による複製及びかかる複製物の上映、その他ＳＣが提供しているサービスに対して有する著作

権及び著作隣接権を侵害する行為をすることはできません。 

 

第 28 条 （不正使用の禁止） 

ＳＣは、加入者がＳＣ指定のテレビ受像機等以外の機器に接続することを禁止します。 

２．加入者は前項に違反した場合、ＳＣのサービス提供を受け始めた時にさかのぼり、当該利用料金をＳＣに

支払うものとします。 

 

第 29 条 （個人情報の取扱い）  

ＳＣは、加入者個人情報について、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）、個人情報の保

護に関する基本方針（平成16年4月2日閣議決定）及び放送受信者等の個人情報の保護に関する指針（平

成 16 年 8 月 31 日総務省告示第 696 号。以下「指針」という）に基づくほか、ＳＣが指針第 28 条に基づいて

定めるＳＣの個人情報保護方針及びこの約款の規定に基づいて適正に取り扱います。 

２．ＳＣの個人情報保護方針及び個人情報の取扱いに関して、ＳＣのホームページ（http://www.starcat.co.jp）



において公表します。 

３．ＳＣは、保有する加入者個人情報を、以下の目的のために利用し、目的の達成に必要な範囲内において、

正確かつ最新の内容に保つよう努めます。 

（１）サービスの加入契約 

（２）サービスのための工事 

（３）サービスの保守・サポート対応 

（４）番組案内誌の配達 

（５）料金請求業務 

（６）サービス・サポート・キャンペーン・コンテンツ情報等の連絡 

（７）サービスの向上を目的とした視聴者調査 

（８）サービスの視聴状況等に関する各種統計処理 

（９）サービスに付帯した申込、登録等の代行と委託元への申込、登録情報の提供 

４．ＳＣは、以下の場合を除き、前項の利用目的を超えて加入者個人情報を取扱うことや第三者に提供するこ

とはありません。 

（１）加入者が同意した場合。 

（２）個人情報の保護に関する法律第 23 条（第三者提供の制限）第 1 項第 1 号から第 4 号に該当する場合。 

（３）工事業務、番組案内誌、請求書、連絡文書等の配達業務、ヘルプデスク業務、請求書発行業務、料金

収納業務、料金督促業務等の目的のために、加入者個人情報を外部業者へ委託する場合。 

（４）サービスに付帯して必要な申込み、登録等を委託元から受託して個人情報を代行収集し、取扱う業務を

行うために、安全管理、秘密の保持等を内容とする契約を締結した上、以下の内容で加入者個人情報を

取扱う場合（これらの情報に変更が生じた場合に、ＳＣから連絡して情報の修正を行う場合も含みます）。 

 

代行収集し提供する 

加入者個人情報項目 

提供目的（提供の方法） 委託元・提供先 

氏名・住所・電話番号・生年月日・性別 

オプションチャンネルサービス提供のため

（申込書又は暗号化されたデータを媒体で

提供） 

オプションチャンネル番組提供会社 

WOWOW アナログ有料放送サービス、WOWOW デ

ジタル有料放送サービス加入契約申込書に

登録の項目 

WOWOW アナログ有料放送サービス・WOWOW デ

ジタル有料放送サービス提供及び契約申込

書の提供のため（申込書を提供） 

㈱ＷＯＷＯＷ 

NHK 衛星放送受信料「団体一括支払」利用申

込書に登録の項目 

NHK 衛星放送受信料「団体一括支払」利用及

び利用申込書の提供のため（申込書を提供）
日本放送協会 

 

 

 

 

 

 

 



（５）サービスに付帯して以下の内容で加入者個人情報を共同利用する場合 

共同利用する 

加入者個人情報項目 
共同利用目的 

管理責任 

共同利用範囲 

SCが付与する加入者番号、 

テレビサービスの種類 

サービスに加え、（株）コミュニティ ネット

ワークセンターと共同でサービスする

MediaCatインターネットサービスを申込む加

入者のセット割引料金適用のため 

ＳＣ 

（株）コミュニティ ネットワ

ークセンター 

SCが付与する加入者番号、テレビ

サービスの種類、氏名、住所、連

絡先、ケーブルモデムのマックア

ドレス 

ＶＯＤサービス提供のため 

ＳＣ 

（株）コミュニティ ネットワ

ークセンター 

 

５．ＳＣは、前項（３）により加入者個人情報を委託する場合においては、加入者個人情報の漏えい、滅失、き損

の防止等、加入者個人情報の安全管理のために講じる措置、秘密の保持その他必要な事項を内容とする

適切な契約を締結し、必要かつ適切な監督を行います。また、加入者個人情報の安全管理のために適切な

措置を講じること等を内容とする選定基準を定め、これに基づいて委託先を選定します。 

６．加入者は、個人情報の一部を記入、登録をしたくない場合は、SC はその意思を尊重した取扱いをします。

ただしその結果として SC のサービスの一部又は全部を提供できない場合があります。 

７．ＳＣは、加入者本人から加入者個人情報の開示・訂正・利用目的等の通知の求め、提供の停止の求め、苦

情相談、個人情報保護の運用については以下において受け付けております。個人情報の保護に関する法

律第 18 条第 4 項第 1 号から第 4 号に該当する場合は、求めに応じられないこともあります。 

個人情報の照会・訂正・削除・提供の停止   営業部   TEL 052-231-2310 

個人情報の苦情相談窓口   経営企画室   TEL 052-231-2390 

個人情報保護管理者  経営企画室長 

８．ＳＣは認定個人情報保護団体である財団法人放送セキュリティセンターの対象事業者です。ＳＣの個人情

報の取扱いに関する苦情については以下へ解決の申し出をすることもできます。 

個人情報保護センター（財団法人放送セキュリティセンター内）   ＴＥＬ03-5213-4714 

９．ＳＣは、ＳＣが取り扱う加入者個人情報の漏えいがあった場合には、速やかに、その事実関係を本人に通知

し、その事実関係及び再発防止対策につき公表します。ただし指針第 29 条第 4 項に該当する場合はこの限

りではありません。 

 

第 30 条 （国内法への準拠） 

この約款は日本国国内法に準拠するものとし、加入契約に関する一切の紛争については、訴額に応じ、名

古屋簡易裁判所又は名古屋地方裁判所をもって第一審の専属管轄裁判所とします。 

 

第 31 条 （約款の改定） 

ＳＣは有線テレビジョン放送法の規定に基づき総務大臣に届け出た上、本約款を改定することがあります。 

２．ＳＣは特に必要があるときには、この約款に特約を付することができます。 

 



第 32 条 （定めなき事項） 

本約款に定めなき事項が発生した場合には、双方誠意をもって協議の上、解決にあたるものとします。        

 

第 33 条 （附帯サービス） 

（１）録画機能付きセットトップボックスについて 

録画機能付きセットトップボックスについては、ＳＣのデジタル放送サービス加入者に限り利用することができ

ます。サービス内容に関しては、別に定める利用規約により提供するものとします。 

（２）ＶＯＤ（ビデオオンデマンド）サービスについて 

ＶＯＤサービスについては、ＳＣのデジタル放送サービス加入者に限り利用することができます。ただし、加入

者宅の機器や配線等の設備状況により利用できない場合があります。サービス内容に関しては、別に定め

る利用規約により提供するものとします。 

 

付則（平成２２年１０月１日） 

（実施期日） 

１  この改正規定は、平成 22 年 10 月 1 日より実施します。 

 

（解除料の適用に関する経過措置） 

２  この改正規定実施の際現に、加入者が改正前の規定により第 8 条（同時加入に伴う利用料金の割引）の

適用を受けている場合、第 13 条（解除料）の支払いを要さないものとします。 

 

付則（平成 23 年 10 月 15 日) 

（実施期日） 

１  この改正規定は、平成２３年１０月１５日より実施します。 

 

クレジットカード支払いに関する特約 

（１）加入者は、加入者が支払うべきＳＣの工事費、利用料金等を、加入者が指定するクレジットカードで、クレ

ジットカード会社の規約に基づいて支払うものとします。 

（２）加入者は、加入者からＳＣに申し出をしない限り継続して前項と同様に支払うものとします。またＳＣが、加

入者が届け出たクレジットカードの発行カードの指示により、加入者が届け出たクレジットカード以外でＳＣが

代金請求をした場合も、前項と同様に支払うものとします。 

（３）加入者は、ＳＣに届け出たクレジットカード番号、有効期限に変更があった場合、遅滞なくＳＣにその旨を連

絡するものとします。 

（４）ＳＣは、加入者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、加入者の指定したクレジ

ットカード会社の利用代金の支払い状況によっては、ＳＣ又は加入者の指定したクレジットカード会社の判断

により一方的に本手続きを解除できるものとします。 


